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議案番号 件 名 頁

議案第５０号 平成３０年度宮代町一般会計歳入歳出決算の認定について １

議案第５１号 平成３０年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について

２

議案第５２号 平成３０年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定

について

３

議案第５３号 平成３０年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について

４

議案第５４号 平成３０年度宮代町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について

５

議案第５５号 平成３０年度宮代町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の

認定について

６

議案第５６号 平成３０年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定

について

７

議案第５７号 宮代町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

について

８

議案第５８号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整備に関する条例について

１７

議案第５９号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について ２４

議案第６０号 宮代町税条例の一部を改正する条例について ２６

議案第６１号 宮代町保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例について ３４

議案第６２号 宮代町印鑑条例の一部を改正する条例について ３６

議案第６３号 宮代町水道事業給水条例の一部を改正する条例について ３８

議案第６４号 宮代町消防団条例の一部を改正する条例について ４０

議案第６５号 宮代町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例

の一部を改正する条例について

４２

議案第６６号 宮代町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の

基準に関する条例の一部を改正する条例について

４４



議案番号 件 名 頁

議案第６７号 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例を廃止する

条例について

５４

議案第６８号 工事請負契約の締結について ５６

議案第６９号 町道路線の廃止について ５７

議案第７０号 令和元年度宮代町一般会計補正予算（第３号）について ５８

議案第７１号 令和元年度宮代町一般会計補正予算（第４号）について ５９

議案第７２号 令和元年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

について

６０

議案第７３号 令和元年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第２号）について ６１

議案第７４号 令和元年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について

６２

議案第７５号 令和元年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

について

６３

議案第７６号 令和元年度宮代町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

について

６４

議案第７７号 令和元年度宮代町水道事業会計補正予算（第１号）について ６５



１

議案第５０号

平成３０年度宮代町一般会計歳入歳出決算の認定について

平成３０年度宮代町一般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて認定に

付する。

令和元年８月２９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

平成３０年度宮代町一般会計歳入歳出決算を歳入合計１０３億４，４５２万

８，５８４円、歳出合計９７億５，６６６万９，９８０円とすることについて、地

方自治法第２３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。



２

議案第５１号

平成３０年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

平成３０年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を

付けて認定に付する。

令和元年８月２９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

平成３０年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算を歳入合計４０億

９，９１４万１，０１７円、歳出合計３９億７，９３８万４１８円とすることにつ

いて、地方自治法第２３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。



３

議案第５２号

平成３０年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

平成３０年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付け

て認定に付する。

令和元年８月２９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

平成３０年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算を歳入合計２８億７，７７７万

２,５４６円、歳出合計２６億９,３２１万７,４１２円とすることについて、地方自

治法第２３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。



４

議案第５３号

平成３０年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

平成３０年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見

を付けて認定に付する。

令和元年８月２９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

平成３０年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を歳入合計４億

６，９９８万４，３７３円、歳出合計４億６，７８４万７，０３６円とすることに

ついて、地方自治法第２３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。



５

議案第５４号

平成３０年度宮代町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

平成３０年度宮代町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見

を付けて認定に付する。

令和元年８月２９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

平成３０年度宮代町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算を歳入合計１０億３０１万

７，７０９円、歳出合計９億７，０５３万９，７０１円とすることについて、地方

自治法第２３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。



６

議案第５５号

平成３０年度宮代町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について

平成３０年度宮代町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意

見を付けて認定に付する。

令和元年８月２９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

平成３０年度宮代町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算を歳入合計５，７０３万

３，５５０円、歳出合計５，２４６万７，３８４円とすることについて、地方自治

法第２３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。



７

議案第５６号

平成３０年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

平成３０年度宮代町水道事業会計利益の処分及び平成３０年度宮代町水道事業会

計決算を別紙監査委員の意見を付けて認定に付する。

令和元年８月２９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

平成３０年度宮代町水道事業会計利益の処分として、未処分利益剰余金２億

８，２８８万３，４２５円のうち、１億６，５２８万１，３５３円を資本金へ、

１億１，７６０万２，０７２円を建設改良積立金に積み立てるとともに、平成３０

年度宮代町水道事業会計決算を収益的収入７億９，３７４万７，１３０円（税抜き）、

収益的支出６億７，６１４万５，０５８円（税抜き）、資本的収入２，２４５万

２４７円（税込み）、資本的支出４億１，９８７万６，４３３円（税込み）とする

ことについて、地方公営企業法第３２条第２項及び第３０条第４項の規定により、

この案を提出するものである。



８

議案第５７号

宮代町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例について

宮代町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を別紙のとおり提出す

る。

令和元年８月２９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、宮代町会計年

度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を制定したいので、地方自治法第９６

条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。



９

宮代町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第２４条第５項並びに地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条

の２第５項及び第２０４条第３項の規定に基づき、法第２２条の２第１項に規定

する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）の給与及び費用弁

償に関し、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。

（１）フルタイム会計年度任用職員 法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員を

いう。

（２）パートタイム会計年度任用職員 法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員

をいう。

（会計年度任用職員の給与）

第３条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、

給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給及び期末手当

をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。

２ 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支給しなければならない。

ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支

給することができる。

３ 公務について生じた実費の弁償は、給与には含めない。

（給料）

第４条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、宮代町職員の給与に関す

る条例（昭和３０年宮代町条例第６号。以下「給与条例」という。）第３条第２

項の規定を準用する。

（職務の級）

第５条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難

及び責任の度に基づき、これを前条において準用する給与条例第３条第２項に規

定する行政職給料表（以下「給料表」という。）に定める職務の級に分類するも

のとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める等級別基準職務

表によるものとする。

２ フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任

命権者（法第６条第１項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第

１４条第２項を除き、以下同じ。）が決定する。

（号給）

第６条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号

給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。



１０

（給料の支給）

第７条 給与条例第５条及び第６条の規定は、フルタイム会計年度任用職員につい

て準用する。この場合において、給与条例第６条第４項中「職員の勤務時間、休

日及び休暇に関する条例第３条第１項、第４条及び第５条の規定に基づく週休日」

とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と

読み替えるものとする。

（地域手当）

第８条 給与条例第９条の２の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用

する。

（通勤手当）

第９条 給与条例第９条の４の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用

する。

（特殊勤務手当）

第１０条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の

範囲及び額並びにその支給方法は、職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和５６

年宮代町条例第３号。以下「特殊勤務手当条例」という。）に定めるところによ

る。

（超過勤務手当）

第１１条 給与条例第１２条第１項、第３項、第４項及び第５項の規定は、フルタ

イム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲

げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み

替えるものとする。

第１２条第１項 正規の勤務時間以外に勤

務することを命じられた

職員

当該フルタイム会計年度任用職

員について定められた勤務時間

（以下この条において「正規の

勤務時間」という。）以外の時

間に勤務することを命じられた

フルタイム会計年度任用職員

第１２条第３項 職員の勤務時間、休日及び

休暇に関する条例第５条

の規定により、あらかじめ

同条例第３条第２項若し

くは第３項又は第４条の

規定により割り振られた

１週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職

員についてあらかじめ割り振ら

れた１週間の正規の勤務時間

（休日給）

第１２条 給与条例第１３条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用

する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句



１１

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第１３条第１項 正規の勤務時間 当該フルタイム会計年度任用職

員について定められた勤務時間

（以下この条において「正規の

勤務時間」という。）

第１３条第３項 同条例第１０条第１項の

規定により代休日

代休日

（端数処理）

第１３条 第１５条に規定する勤務１時間当たりの給与額並びに第１１条において

準用する給与条例第１２条及び第１２条において準用する給与条例第１３条の規

定により勤務１時間につき支給する超過勤務手当及び休日給の額を算定する場合

において、当該額に、５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭

以上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げるものとする。

（期末手当）

第１４条 給与条例第１７条から第１８条の２までの規定は、任期が６箇月以上の

フルタイム会計年度任用職員について準用する。

２ 任期が６箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の１会計年度内における

会計年度任用職員としての任期の合計が６箇月以上に至ったとき（任命権者（法

第６条第１項に規定する任命権者をいう。）を同じくする場合に限る。次項並び

に第２２条第２項及び第３項において同じ。）は、当該フルタイム会計年度任用

職員は、当該会計年度において、前項の任期が６箇月以上のフルタイム会計年度

任用職員とみなす。

３ ６月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用

職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用され

た者の任期（６箇月未満のものに限る。）と前会計年度における任期（前会計年

度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。）との合計が６箇月以上に至った

ときは、第１項の任期が６箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

（勤務１時間当たりの給与額の算出）

第１５条 第１１条において準用する給与条例第１２条及び第１２条において準用

する給与条例第１３条に規定する勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額及び

これに対する地域手当の月額の合計額に１２を乗じ、その額を当該フルタイム会

計年度任用職員について定められた１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたもの

から４月１日から翌年の３月３１日までの間における休日（土曜日に当たる日を

除く。）及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日（休日及び日曜日又は土

曜日に当たる日を除く。）の日数の合計に７時間４５分を乗じて得た時間を減じ

たもので除して得た額とする。

２ 次条に規定する勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地

域手当の月額の合計額に１２を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員



１２

について定められた１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたもので除して得た額

とする。

（給与の減額）

第１６条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないとき

は、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）による休日（以下「祝

日法による休日」という。）（代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤

務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代

わる代休日）又は１２月２９日から翌年の１月３日までの日（祝日法による休日

を除く。以下「年末年始の休日」という。）（代休日を指定されて、当該休日に

割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、

当該休日に代わる代休日）である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が

定める場合を除き、その勤務しない１時間につき、前条第２項に規定する勤務１

時間当たりの給与額を減額する。

（パートタイム会計年度任用職員の報酬）

第１７条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準

月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた１週間当たりの

勤務時間を職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年宮代町条例第

６号。以下「勤務時間条例」という。）第２条第１項に規定する勤務時間で除し

て得た数を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた

額。以下この条において同じ。）とする。

２ 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を

２１で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた

１日当たりの勤務時間を７．７５で除して得た数を乗じて得た額とする。

３ 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額

を１６２．７５で除して得た額とする。

４ 前３項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任

用職員の１週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第２条第１項に規定する

勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上

必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第４条から第６条までの規定を

適用して得た額に、給与条例第９条の２の規定の例により計算して得た額を加算

した額とする。

（特殊勤務に係る報酬）

第１８条 特殊勤務手当条例別表に規定する業務に従事することを命じられたパー

トタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を

特殊勤務に係る報酬として支給する。

（超過勤務に係る報酬）

第１９条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間（以下

「正規の勤務時間」という。）以外の時間に勤務することを命じられたパートタ
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イム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時

間について、超過勤務に係る報酬を支給する。

２ 前項に規定する超過勤務に係る報酬の額は、勤務１時間につき、第２４条第１

項に規定する勤務１時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に

掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ１００分の１２５から１００分の１５０まで

の範囲内で規則で定める割合（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの

間である場合は、その割合に１００分の２５を加算した割合）を乗じて得た額と

する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第１号に掲げる勤務で正規の勤

務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日におけ

る正規の勤務時間との合計が７時間４５分に達するまでの間の勤務にあっては、

同項に規定する勤務１時間当たりの報酬額に１００分の１００（その勤務が午後

１０ 時から翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の１２５）を乗じて

得た額とする。

（１）正規の勤務時間が割り振られた日（次条の規定により休日勤務に係る報酬が

支給されることとなる日を除く。）における勤務

（２）前号に掲げる勤務以外の勤務

３ 前２項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた１

週間の正規の勤務時間（以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」

という。）を超えて勤務することを命じられたパートタイム会計年度任用職員に

は、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間（次条の規定により

休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。）に対して、勤務１時

間につき、第２４条第１項に規定する勤務１時間当たりの報酬額に１００分の２

５から１００分の５０までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤

務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り

変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更

前の正規の勤務時間との合計が３８時間４５分に達するまでの間の勤務について

は、この限りでない。

４ 次に掲げる時間の合計が１箇月について６０時間を超えたパートタイム会計年

度任用職員には、その６０時間を超えて勤務した全時間に対して、前３項の規定

にかかわらず、勤務１時間につき、第２４条第１項に規定する勤務１時間当たり

の報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得

た額を超過勤務に係る報酬として支給する。

（１）第１項の勤務の時間 １００分の１５０（その時間が午後１０時から翌日の

午前５時までの間である場合は、１００分の１７５）

（２）前項の勤務（同項ただし書の勤務を除く。）の時間（次条の規定により休日

勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。） １００分の５０

（休日勤務に係る報酬）

第２０条 祝日法による休日（代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務
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時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代

わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。）及び年末年始の休日（代休

日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイ

ム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休

日等」という。）において、正規の勤務時間中に勤務することを命じられたパー

トタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対し

て、休日勤務に係る報酬を支給する。

２ 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務１時間につき、第２４条第１

項に規定する勤務１時間当たりの報酬額に１００分の１２５から１００分の１５

０までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

（報酬の端数処理）

第２１条 第２５条に規定する勤務１時間当たりの報酬額及び前２条の規定により

勤務１時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、５０銭

未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じた

ときはこれを１円に切り上げるものとする。

（期末手当）

第２２条 給与条例第１７条から第１８条の２までの規定は、任期が６箇月以上の

パートタイム会計年度任用職員（１週間当たりの勤務時間が著しく短い者として

規則で定める者を除く。以下この条において同じ。）について準用する。この場

合において、給与条例第１７条第４項中「それぞれその基準日現在（退職し、又

は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第３項第３号に

おいて同じ。）において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれら

に対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日（退職し、

又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日）以前６箇月以内のパー

トタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬（フルタイム会計年度

任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。）の１箇月当たりの平均額」

と読み替えるものとする。

２ 任期が６箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の１会計年度内におけ

る会計年度任用職員としての任期の合計が６箇月以上に至ったときは、当該パー

トタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が６箇月以上

のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

３ ６月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用

職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用さ

れた者の任期（６箇月未満のものに限る。）と前会計年度における任期（前会計

年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。）との合計が６箇月以上に至っ

たときは、第１項の任期が６箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

（報酬の支給）

第２３条 報酬は、月の１日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支
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給する。

２ 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対し

ては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

３ 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該

パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。

ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

４ 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の１日から支給するとき以

外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の

現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数

を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

（勤務１時間当たりの報酬額の算出）

第２４条 第１９条及び第２０条に規定する勤務１時間当たりの報酬額は、次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

（１）月額による報酬 第１７条第１項の規定により計算して得た額に１２を乗じ

て得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた１週間当た

りの勤務時間に５２を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して

得た額

（２）日額による報酬 第１７条第２項の規定により計算して得た額を当該パート

タイム会計年度任用職員について定められた１日当たりの勤務時間で除して得

た額

（３）時間額による報酬 第１７条第３項の規定により計算して得た額

２ 次条に規定する勤務１時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める額とする。

（１）月額による報酬 第１７条第１項の規定により計算して得た額に１２を乗じ

て得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた１週間当た

りの勤務時間に５２を乗じたもので除して得た額

（２）日額による報酬 前項第２号の規定により計算して得た額

（報酬の減額）

第２５条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規

の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等で

ある場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務

しない１時間につき、前条第２項第１号に規定する勤務１時間当たりの報酬額を

減額する。

２ 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務

時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合

を除き、その勤務しない１時間につき、前条第２項第２号に規定する勤務１時間

当たりの報酬額を減額する。

（通勤に係る費用弁償）
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第２６条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第９条の４第１項各号に定め

る通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

２ 通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を

占める職員との権衡を考慮して、別に定める。

（公務のための旅行に係る費用弁償）

第２７条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担す

るときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

２ 旅行に係る費用弁償の額は、宮代町職員等の旅費に関する条例（昭和４４年宮

代町条例第１０号）の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、

パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第３条第２項に規定する行政

職給料表における２級以下に相当するものとする。

（町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与）

第２８条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要

と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員

との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

（委任）

第２９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。

別表（第５条関係）

等級別基準職務表

職務の級 基準となる職務

１級 定型的又は補助的な業務を行う職務

２級 相当の知識又は経験を必要とする職務
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議案第５８号

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例について

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例を別紙のとおり提出する。

令和元年８月２９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例の整

備に関する条例を制定したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、

この案を提出するものである。
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地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例

（宮代町職員定数条例の一部改正）

第１条 宮代町職員定数条例（昭和４１年宮代町条例第１６号）の一部を次のよう

に改正する。

第１条中「地方公務員（」の次に「臨時的に任用される職員（臨時の職に関す

る場合において臨時的に任用される職員に限る。）を除く。」を加える。

（一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）

第２条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１７年宮代町条例第３５

号）の一部を次のように改正する。

第９条第５項中「、第１２条第２項（時間外勤務手当）及び第１８条の４第１

項（臨時又は非常勤の職員の給与）」を「及び第１２条第２項（時間外勤務手当）」

に、「給与条例第１２条第２項及び第１８条の４第１項中」を「給与条例第１２

条第２項中」に改める。

（公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正）

第３条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１４年宮代町条例第１

号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項第３号中「第２２条第１項」を「第２２条」に、「条件附採用」

を「条件付採用」に改める。

第５条中「及び技能労務職員である職員」を削る。

第８条（見出しを含む。）中「又は技能労務職員」を削る。

（宮代町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正）

第４条 宮代町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年宮代町条

例第２号）の一部を次のように改正する。

第３条中「占める職員」の次に「及び同法第２２条の２第１項第２号に掲げる

職員」を加える。

（職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正）

第５条 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（昭和３０年宮代町条例第

１０号）の一部を次のように改正する。

第３条に次の１項を加える。

４ 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する第１項の規定の

適用については、同項中「３年を超えない範囲内」とあるのは、「法第２２条

の２第２項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

（職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正）

第６条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和３０年宮代町条例第１１号）

の一部を次のように改正する。

第３条中「給料」の次に「の額（法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員につ

いては、宮代町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年宮代

町条例第 号）第１７条第１項から第３項までに規定する報酬の額）」を加える。
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（職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正）

第７条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年宮代町条例第６号）

の一部を次のように改正する。

第１９条の見出し中「非常勤職員」を「会計年度任用職員」に改め、同条中「非

常勤職員（再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く）」を「地方

公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員」に改める。

（職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

第８条 職員の育児休業等に関する条例（平成４年宮代町条例第１３号）の一部を

次のように改正する。

第２条に次の２号を加える。

（３）一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１７年宮代町条例第３５

号）第４条第３項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員

（４）次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員

（ア）任命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）に引き続き在職

した期間が１年以上である非常勤職員

（イ）その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。以下

同じ。）が１歳６箇月に達する日（以下「１歳６箇月到達日」という。）

（第２条の４の規定に該当する場合にあっては、２歳に達する日）まで

に、その任期（任期が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満

了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでない非常

勤職員

（ウ）勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員

イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当する非常勤職員（その養育する子

が１歳に到達する日（以下この号及び次条において「１歳到達日」という。）

（当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日

が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）に

おいて育児休業をしている非常勤職員に限る。）

ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常

勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、

又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任

期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日と

する育児休業をしようとするもの

第２条の３を第２条の５とし、第２条の２に次の２条を加える。

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日）

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

（１）次号及び第３号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の１歳

到達日
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（２）非常勤職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。以下同じ。）が当該非常勤職員の養育する子の１歳到達日以前の

いずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規

定による育児休業（以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。）

をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしよう

とする場合（当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の１歳到達日の

翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除

く。） 当該子が１歳２箇月に達する日（当該日が当該育児休業の期間の初

日とされた日から起算して育児休業等可能日数（当該子の出生の日から当該

子の１歳到達日までの日数をいう。）から育児休業等取得日数（当該子の出

生の日以後当該非常勤職員が労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第６５

条第１項及び第２項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児

休業をした日数を合算した日数をいう。）を差し引いた日数を経過する日よ

り後の日であるときは、当該経過する日）

（３）１歳から１歳６箇月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該

子の１歳到達日（当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当し

てする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこ

れに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が

当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日（当該育

児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた

日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当該子の１歳到達日後の

期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期

間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新さ

れ、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、

当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の

初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれ

にも該当するとき 当該子が１歳６箇月に達する日

ア 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員

がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場

合にあっては、当該末日とされた日）において育児休業をしている場合又は

当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳到達日（当該配偶者がする地方等育

児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっ

ては、当該末日とされた日）において地方等育児休業をしている場合

イ 当該子の１歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤

務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する

場合

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合）

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６箇月から２

歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日
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の翌日（当該子の１歳６箇月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して

その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員

であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採

用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される

日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次

の各号のいずれにも該当するときとする。

（１）当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日において育

児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳６箇月到

達日において地方等育児休業をしている場合

（２）当該子の１歳６箇月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的

な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当す

る場合

第３条に次の２号を加える。

（７）第２条の３第３号に掲げる場合に該当すること又は第２条の４の規定に該

当すること。

（８）その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤

職員が、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任

期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌

日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業を

しようとすること。

第７条第２項中「している職員」の次に「（地方公務員法第２２条の２第１項

に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）を除く。）」

を加える。

第８条中「した職員」の次に「（会計年度任用職員を除く。）」を加える。

第１０条第１項第６号中「育児休業」を「育児短時間勤務」に改める。

第１９条の表第１８条の４第１項の項を削る。

第２１条中「育児短時間勤務又は育児休業法第１７条の規定による短時間勤務

をしている」を「次に掲げる」に改め、同条に次の２号を加える。

（１）育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をしている職員

（２）次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員法第２

８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「再任用短時

間勤務職員等」という。）を除く。）

ア 特定職に引き続き在職した期間が１年以上である非常勤職員

イ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤

職員

第２２条第１項中「承認は、」の次に「勤務時間条例第８条第１項に規定する」

を、「正規の勤務時間」の次に「（非常勤職員（再任用短時間勤務職員等を除く。

以下この条において同じ。）にあっては、当該非常勤職員について定められた勤

務時間）」を加え、同条第２項中「勤務しない職員」の次に「（非常勤職員を除
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く。）」を加え、同条に次の１項を加える。

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき、当該非常勤職

員について１日につき定められた勤務時間から５時間４５分を減じた時間を超

えない範囲内で（当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育児又

は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）第６１

条第３２項において読み替えて準用する同条第２９項の規定による介護をする

ための時間（以下「介護をするための時間」という。）の承認を受けて勤務し

ない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、２時間から当該育

児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた

時間を超えない範囲内で）行うものとする。

第２３条中「職員が」を「職員（会計年度任用職員を除く。）が」に改め、同

条に次の１項を加える。

２ 会計年度任用職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、宮代町会

計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年宮代町条例第 号。

以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。）第１６条及び第

２５条の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める給与の額を減額して支給する。

（１）地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員 会計年度任用職員

給与条例第２４条に規定する勤務１時間当たりの報酬額

（２）地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員 会計年度任用職員

給与条例第１５条に規定する勤務１時間当たりの給与額

（特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

第９条 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年宮代町条例第１

０号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第２０３条の２第４項」を「第２０３条の２第５項」に改める。

別表のうち３ その他の特別職の表を次のように改める。

区分 報酬額 費用弁償

産業医 月額 ３０，６００円 日額 ３００円

町民相談員 日額 ６，０００円 日額 ３００円

自治体経営会議外部委員 日額 １５，０００円 日額 ３００円

町医 年額 １４１，４００円 日額 ３０，０００円

町歯科医 日額 ７，８００円 日額 ３０，０００円

学校医 内科医 年額 ８８，９００円 日額 ２２，５００円

歯科医 年額 ８２，１００円 日額 ２２，５００円

眼科医 年額 ８２，１００円 日額 ２２，５００円

学校薬剤師 年額 ４４，３００円 日額 ８，８００円

保育所嘱託医 内科医 年額 ８８，９００円 日額 ２２，５００円

歯科医 年額 ８２，１００円 日額 ２２，５００円
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スポーツ推進委員 年額 ４０，２００円 日額 ３００円

農地利用最適化推進委員 年額 １４８，０００円 日額 ３００円

別表のうち３ その他の特別職の表備考を次のように改める。

備考 産業医、町民相談員、自治体経営会議外部委員及びスポーツ推進委員の

費用弁償については、町外居住者で居住地から町内招集場所まで公共交

通機関を利用する者は実費を加算して支給する。

（職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正）

第１０条 職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和５６年宮代町条例第３号）の一

部を次のように改正する。

第１条第１項中「及び」を「、」に改め、「第１０条」の次に「及び宮代町会

計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年宮代町条例第 号）

第１０条」を加える。

（宮代町職員等の旅費に関する条例の一部改正）

第１１条 宮代町職員等の旅費に関する条例（昭和４４年宮代町条例第１０号）の

一部を次のように改正する。

第１条第２項中「している者」の次に「（地方公務員法（昭和２５年法律第２

６１号）第２２条の２第１項第１号に掲げる職員を除く。）」を加える。

第２条第２項中「規定する行政職給料表」の次に「及び宮代町会計年度任用職

員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年宮代町条例第 号）第５条」を加

え、「及び行政職給料表」を「並びにこれらの給料表」に改める。

第３条第３項中「（昭和２５年法律第２６１号）」を削る。

（宮代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

第１２条 宮代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４２年宮代町

条例第９号）の一部を次のように改正する。

第１５条を次のように改める。

（会計年度任用企業職員の給与）

第１５条 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員として

任用される企業職員（次項において「会計年度任用企業職員」という。）の給

与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

（１）地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員として任用される企

業職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日

勤務手当及び期末手当

（２）地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員として任用される企

業職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日

勤務手当及び期末手当

２ 会計年度任用企業職員の給与の基準については、宮代町会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条例（令和元年宮代町条例第 号）の規定を準用する。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。
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議案第５９号

宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。

令和元年８月２９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律による地方公務員法及び地方

自治法の一部改正及び成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた

めの関係法律の整備に関する法律による地方公務員法の一部改正に伴い、宮代町職

員の給与に関する条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号

の規定により、この案を提出するものである。
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宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

宮代町職員の給与に関する条例（昭和３０年宮代町条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。

第３条第３項中「第１８条の４第１項」を「第１８条の４」に改める。

第１７条第１項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第２８

条第４項の規定により失職し」を削り、同条第４項中「、若しくは失職し」を削る。

第１８条第２号中「（同法第１６条第１号に該当して失職した職員を除く。）」を

削る。

第１８条の３第１項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第

２８条第４項の規定により失職し」を削り、同条第２項第１号中「、若しくは失職し」

を削る。

第１８条の４を次のように改める。

（会計年度任用職員の給与）

第１８条の４ 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の給

与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職

務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

第１９条第６項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第２８

条第４項の規定により失職し」を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和元年１２月１４日から施行する。ただし、第３条の改正規定及

び第１８条の４の改正規定は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を

図るための関係法律の整備に関する法律（令和元年法律第３７号）第４４条の規定

による改正前の地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条第１号に該当

して同法第２８条第４項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当

の支給については、改正後の宮代町職員の給与に関する条例第１７条第１項及び第

４項、第１８条第２号（同条例第１８条の３第５項及び第１９条第７項において準

用する場合を含む。）、第１８条の３第１項及び第２項第１号並びに第１９条第６

項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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議案第６０号

宮代町税条例の一部を改正する条例について

宮代町税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。

令和元年８月２９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、宮代町税条例の一部

を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出

するものである。
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宮代町税条例の一部を改正する条例

（宮代町税条例の一部改正）

第１条 宮代町税条例（昭和３１年宮代町条例第４号）の一部を次のように改正す

る。

第３４条の７第１項各号列記以外の部分を次のように改める。

所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出した場合には、法

第３１４条の７第１項に規定するところにより控除すべき額（当該納税義務者

が前年中に同条第２項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあって

は、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控

除額」という。）をその者の第３４条の３及び前条の規定を適用した場合の所

得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得

割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

第３４条の７第２項中「第３１４条の７第２項」を「第３１４条の７第１１項」

に改める。

附則第７条の４中「第３１４条の７第２項第２号」を「第３１４条の７第１１

項第２号」に改める。

附則第９条の前の見出し中「寄附金控除額」を「寄附金税額控除」に改め、同

条第１項中「によって」を「により」に、「第３１４条の７第１項第１号に掲げ

る寄附金」を「第３１４条の７第２項に規定する特例控除対象寄附金」に、「地

方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「地方団体の長」を「都

道府県の知事又は市町村長若しくは特別区の長（次項及び第３項において「都道

府県知事等」という。）に改め、同条第２項及び第３項中「地方団体の長」を「都

道府県知事等」に改める。

附則第９条の２中「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、

「においては」を「には」に改める。

第２条 宮代町税条例の一部を次のように改正する。

第３６条の２中第９項を第１０項とし、第８項を第９項とし、第７項を第８項

とし、第６項の次に次の１項を加える。

７ 第１項又は第５項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税

法第１９０条の規定の適用を受けたものを有する者で町内に住所を有するもの

が、第１項の申告書を提出するときは、法第３１７条の２第１項各号に掲げる

事項のうち施行規則で定めるものについては、施行規則で定める記載によるこ

とができる。

第３６条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改

め、同条第１項中「同項の」を「同項に規定する」に改め、同項第３号を同項第

４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。

（３）当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨

第３６条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改
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め、同条第１項中「第２０３条の５第１項」を「第２０３条の６第１項」に改め、

「ならない者」の次に「又は法の施行地において同項に規定する公的年金等（所

得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公

的年金等」という。）の支払を受ける者であって、扶養親族（控除対象扶養親族

を除く。）を有する者若しくは単身児童扶養者である者」を加え、「同項の」を

「所得税法第２０３条の６第１項に規定する」に、「同項に規定する公的年金等」

を「公的年金等」に改め、同項第３号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の

１号を加える。

（３）当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨

第３６条の３の３第２項中「第２０３条の５第２項」を「第２０３条の６第

第２項」に改め、同条第４項中「第２０３条の５第５項」を「第２０３条の６

第６項」に改める。

第３６条の４第１項中「によって」を「により」に、「同条第７項」を「同

条第９項」に、「第８項」を「第１０項」に、「においては」を「には」に改

める。

附則第１５条の２に次の３項を加える。

２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦

課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が法第４４６条第１項（同条第２項にお

いて準用する場合を含む。）又は法第４５１条第１項若しくは第２項（これ

らの規定を同条第４項において準用する場合を含む。）の適用を受ける三輪

以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認

定等（法附則第２９条の９第３項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。

次項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。

３ 県知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環

境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第１５

条の４の規定により読み替えられた第８１条の６第１項の納期限（納期限の

延長があったときは、その延長された納期限）後において知った場合におい

て、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽り

その他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間

接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認

定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等

を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般

承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について法附則第２９条の

１１の規定によりその例によることとされた法第１６１条第１項に規定す

る申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動

車税の環境性能割に関する規定を適用する。

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能

割の額は、同項の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算した
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金額を加算した金額とする。

附則第１５条の２を附則第１５条の２の２とし、附則第１５条の次に次の１

条を加える。

（軽自動車税の環境性能割の非課税）

第１５条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項において準用する場合を

含む。）に掲げる三輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下この条にお

いて同じ。）に対しては、当該三輪以上の軽自動車の取得が令和元年１０月１

日から令和２年９月３０日までの間（附則第１５条の６第３項において「特定

期間」という。）に行われたときに限り、第８０条第１項の規定にかかわらず、

軽自動車税の環境性能割を課さない。

附則第１５条の６に次の１項を加える。

３ 自家用の三輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第８１条の４（第

２号に係る部分に限る。）及び前項の規定の適用については、当該軽自動車の

取得が特定期間に行われたときに限り、これらの規定中「１００分の２」とあ

るのは、「１００分の１」とする。

附則第１６条中「附則第３０条」を「附則第３０条第１項」に改め、「指定」

の次に「（次項から第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。）」を加

え、同条に次の３項を加える。

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車に対す

る第８２条の規定の適用については、当該軽自動車が平成３１年４月１日から

令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度

分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和２年４月１日から令和３

年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽

自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第２号ア（イ） ３，９００円 １，０００円

第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 １，８００円

１０，８００円 ２，７００円

第２号ア（ウ）ｂ ３，８００円 １，０００円

５，０００円 １，３００円

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる法第４４６条第１項第３号

に規定するガソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽自動

車」という。）のうち三輪以上のものに対する第８２条の規定の適用について

は、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割

に限り、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別

割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
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れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第２号ア ３，９００円 ２，０００円

第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 ３，５００円

１０，８００円 ５，４００円

第２号ア（ウ）ｂ ３，８００円 １，９００円

５，０００円 ２，５００円

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車のうち三

輪以上のもの（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第８２条の

規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から令和

２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の

軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令

和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分

の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第２号ア ３，９００円 ３，０００円

第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 ５，２００円

１０，８００円 ８，１００円

第２号ア（ウ）ｂ ３，８００円 ２，９００円

５，０００円 ３，８００円

附則第１６条の２を次のように改める。

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例）

第１６条の２ 町長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自

動車が前条第２項から第４項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車に

該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第３０

条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）

に基づき当該判断をするものとする。

２ 町長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第

８３条第２項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限）

後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認

定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に

必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）に

より国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土

交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした

者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽

自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定（第８７条及び

第８８条の規定を除く。）を適用する。

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、

同項の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金額を加算し
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た金額とする。

第３条 宮代町税条例の一部を次のように改正する。

第２４条第１項第３号中「又は寡夫」を「、寡夫又は単身児童扶養者」に改める。

附則第１６条第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同条に次の１項を加える。

５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車のうち、

自家用の乗用のものに対する第８２条の規定の適用については、当該軽自動車

が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和

４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げる

同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。

附則第１６条の２第１項中「第４項」を「第５項」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

（１）第２条（次号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第５条の規定 令和元年

１０月１日

（２）第２条中宮代町税条例第３６条の２中第９項を第１０項とし、第８項を第９

項とし、第７項を第８項とし、第６項の次に１項を加える改正規定並びに第３

６条の３の２、第３６条の３の３及び第３６条の４第１項の改正規定並びに附

則第３条の規定 令和２年１月１日

（３）第３条中宮代町税条例第２４条の改正規定及び附則第４条の規定 令和３年

１月１日

（４）第３条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第６条の規定 令和３年

４月１日

（町民税に関する経過措置）

第２条 新条例第３４条の７並びに附則第７条の４及び第９条の２の規定は、令

和２年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、令和元年度分までの個

人の町民税については、なお従前の例による。

２ 新条例第３４条の７第１項及び附則第９条の２の規定の適用については、令

和２年度分の個人の町民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第３４条の７第１項 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は同条

第１項第１号に掲げる寄附金

（令和元年６月１日前に支出

したものに限る。）



３２

附則第９条の２ 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は法第

３１４条の７第１項第１号に

掲げる寄附金（令和元年６月

１日前に支出したものに限

る。）

送付 送付又は宮代町税条例の一部

を改正する条例（令和元年宮

代町条例第 号）附則第２

条第３項の規定によりなお従

前の例によることとされる同

条例第１条の規定による改正

前の宮代町税条例附則第９条

第３項の規定による同条第１

項に規定する申告特例通知書

の送付

３ 新条例附則第９条第１項から第３項までの規定は、町民税の所得割の納税義

務者が令和元年６月１日以後に支出する地方税法等の一部を改正する法律（平

成３１年法律第２号。以下この項において「改正法」という。）第１条の規定

による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の７第２項

に規定する特例控除対象寄附金について適用し、町民税の所得割の納税義務者

が同日前に支出した改正法第１条の規定による改正前の地方税法第３１４条

の７第１項第１号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。

第３条 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の宮代町税条例（次項及び

第３項において「令和２年新条例」という。）第３６条の２第７項の規定は、

同号に掲げる規定の施行の日以後に令和２年度以後の年度分の個人の町民税

に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した

場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の町民税に係る申告書を提出す

る場合については、なお従前の例による。

２ 令和２年新条例第３６条の３の２第１項（第３号に係る部分に限る。）の規

定は、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき宮代

町税条例第３６条の２第１項に規定する給与について提出する令和２年新条

例第３６条の３の２第１項及び第２項に規定する申告書について適用する。

３ 令和２年新条例第３６条の３の３第１項の規定は、附則第１条第２号に掲げ

る規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律

（平成３１年法律第６号）第１条の規定による改正後の所得税法（昭和４０年

法律第３３号。以下この項において「新所得税法」という。）第２０３条の６

第１項に規定する公的年金等（新所得税法第２０３条の７の規定の適用を受け

るものを除く。）について提出する令和２年新条例第３６条の３の３第１項に



３３

規定する申告書について適用する。

第４条 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の宮代町税条例第２４条

第１項（第３号に係る部分に限る。）の規定は、令和３年度以後の年度分の個

人の町民税について適用し、令和２年度分までの個人の町民税については、な

お従前の例による。

（軽自動車税に関する経過措置）

第５条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第１号に掲げる規定による改

正後の宮代町税条例（以下「令和元年１０月新条例」という。）の規定中軽自

動車税の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得

された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について

適用する。

２ 令和元年１０月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和２

年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。

第６条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の宮代町税条例の規定は、

令和３年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和２年度分

までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。



３４

議案第６１号

宮代町保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例について

宮代町保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。

令和元年８月２９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、宮代町保育所設置及び管理条例の一部

を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出

するものである。



３５

宮代町保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例

宮代町保育所設置及び管理条例（昭和５０年宮代町条例第８号）の一部を次のよう

に改正する。

第７条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。

附 則

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。



３６

議案第６２号

宮代町印鑑条例の一部を改正する条例について

宮代町印鑑条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。

令和元年８月２９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、宮代町印鑑条例の一部を改正したいの

で、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。



３７

宮代町印鑑条例の一部を改正する条例

宮代町印鑑条例（平成２年宮代町条例第１７号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「本町の」を「本町が備える」に、「記録されている」を「記録

がされている」に改める。

第５条第１項第 1号中「記録されている」を「記録がされている」に改め、「、

名」の次に「、旧氏（住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号。以下「令」

という。）第３０条の１３に規定する旧氏をいう。以下同じ。）」を加え、「（住

民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第３０条の２６第１項」を「令

第３０条の１６第１項」に改め、「又は氏名」の次に「、旧氏」を加え、同項第２

号中「氏名」の次に「、旧氏」を加える。

第６条第２項第３号中「氏名（」の次に「氏に変更のあった者に係る住民票に旧

氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、」を加え、「通称が記録

されている」を「通称の記録がされている」に、「、氏名及び通称」を「氏名及び

当該通称」に改め、同項第６号中「記録されている」を「記録がされている」に改

める。

第１２条第１項第２号中「、氏」の次に「（氏に変更があった者にあっては、住

民票に記録がされている旧氏を含む。）」を加える。

附 則

この条例は、令和元年１１月５日から施行する。



３８

議案第６３号

宮代町水道事業給水条例の一部を改正する条例について

宮代町水道事業給水条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。

令和元年８月２９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

水道法等の一部改正に伴い、宮代町水道事業給水条例の一部を改正したいので、

地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。



３９

宮代町水道事業給水条例の一部を改正する条例

宮代町水道事業給水条例（平成１０年宮代町条例第１０号）の一部を次のように

改正する。

第３１条を次のように改める。

（手数料）

第３１条 手数料は、次の表に定めるところにより、申込者から当該申込の際に徴

収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、申込後に徴収するこ

とができる。

手数料の区分 単 位 金 額

１ 給水装置工事事業者の指定 １件につき ３０，０００円

２ 給水装置工事事業者の更新 １件につき １０，０００円

３ 設計審査（材料の確認を含む。） １件につき ２，０００円

４ 工事検査 メーター１個につき ２，０００円

５ 消防演習の立会い １回につき ２，０００円

６ 正規の手続きを経ていない給水

装置工事の確認
１回につき ３，０００円

７ 給水戸番図の写し等の交付 １枚につき ２００円

第３４条第１項中「第５条」を「第６条」に改める。

附 則

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。



４０

議案第６４号

宮代町消防団条例の一部を改正する条例について

宮代町消防団条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。

令和元年８月２９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

成年後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に

関する法律が公布されたことに伴い、宮代町消防団条例の一部を改正したいので、

地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。



４１

宮代町消防団条例の一部を改正する条例

宮代町消防団条例（平成２３年宮代町条例第１７号）の一部を次のように改正する。

第４条第１号中「、又は勤務する」を「、勤務し、又は通学する」に改める。

第５条中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号中「免職」を「懲戒免職」に

改め、同号を同条第２号とし、第４号を第３号とする。

附 則

この条例は、令和元年１２月１４日から施行する。



４２

議案第６５号

宮代町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正す

る条例について

宮代町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり提出する。

令和元年８月２９日

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成３１

年厚生労働省令第４９号）の施行等に伴い、宮代町家庭的保育事業等の設備及び運

営の基準に関する条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号

の規定により、この案を提出するものである。



４３

宮代町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正す

る条例

宮代町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６年条例第

１０号）の一部を次のように改正する。

第６条第２項中「適用しないこと」の次に「とすること」を加え、同条に次の２

項を加える。

４ 町長は、家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設

の確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこととする

ことができる。

５ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、法第５９条第１項に規定する施

設のうち、次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに限る。）であって、

町長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行う者と

して適切に確保しなければならない。

（１）子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５９条の２第１項の規

定による助成を受けている者の設置する施設（法第６条の３第１２項に規定す

る業務を目的とするものに限る。）

（２）法第６条の３第１２項及び第３９条第１項に規定する業務を目的とする施設

であって、法第６条の３第９項第１号に規定する保育を必要とする乳児・幼児

の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの

第１６条第２項第３号中「乳幼児」を「利用乳幼児」に改め、「。附則第３項に

おいて同じ」を削る。

第２３条第２項第２号中「第３４条の２０第１項第４号」を「第３４条の２０第

１項第３号」に改める。

第３７条第２号中「（平成２４年法律第６５号）」を削る。

第４５条に次の１項を加える。

２ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第６条の３第１２項第２号に規

定する事業を行うものであって、町長が適当と認める者（附則第４項において「特

例保育所型事業所内保育事業者」という。）については、第６条第１項本文の規

定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。

附則第３項中「（第２２条に規定する家庭的保育事業を行う場所において実施さ

れるものに限る。）」を削る。

附則第４項中「家庭的保育事業者等」の次に「（特例保育所型事業所内保育事業

者を除く。）」を加え、「５年」を「１０年」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



４４

議案第６６号

宮代町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条

例の一部を改正する条例について

宮代町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の

一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。

令和元年８月２９日

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準及び子ども・子育て支援法等の一

部改正に伴い、宮代町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に

関する条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定によ

り、この案を提出するものである。



４５

宮代町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条

例の一部を改正する条例

（宮代町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例

の一部改正）

第１条 宮代町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する

条例（平成２６年宮代町条例第１１号）の一部を次のように改正する。

第３７条第１項中「小規模保育事業Ａ型をいう」の次に「。第４２条第３項第

１号において同じ」を、「小規模保育事業Ｂ型をいう」の次に「。第４２条第３

項第１号において同じ」を加える。

第４２条第１項中「この項」の次に「から第５項まで」を加え、同項第２号中

「をいう」の次に「。以下この条において同じ」を加え、同条中第４項を第９項

とし、同項の前に次の１項を加える。

８ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第６条の３第１２項

第２号に規定する事業を行う者であって、町長が適当と認めるもの（附則第７

項において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。）については、第１

項の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。

第４２条第３項中「を行う者であって、第３７条第２項の規定により定める利

用定員が２０人以上のもの」を「（第３７条第２項の規定により定める利用定員

が２０人以上のものに限る。次項において「保育所型事業所内保育事業」という。）

を行う者」に改め、同項を同条第７項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」

に改め、同項を同条第６項とし、同条第１項の次に次の４項を加える。

２ 町長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保

が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満

たすと認めるときは、前項第２号の規定を適用しないこととすることができる。

（１）特定地域型保育事業者と前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者

との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。

（２）前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支

障が生じないようにするための措置が講じられていること。

３ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に掲げる事項に係る連

携協力を行う者として適切に確保しなければならない。

（１）当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所（次

号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所において代替

保育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又

は事業所内保育事業を行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業者等」

という。）

（２）事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案し

て小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると町が認める者
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４ 町長は、特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携

施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこと

とすることができる。

５ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第５９条第１項

に規定する施設のうち、次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに限る。）

であって、町長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協

力を行う者として適切に確保しなければならない。

（１）法第５９条の２第１項の規定による助成を受けている者の設置する施設（児

童福祉法第６条の３第１２項に規定する業務を目的とするものに限る。）

（２）児童福祉法第６条の３第１２項に規定する業務又は同法第３９条第１項に

規定する業務を目的とする施設であって、同法第６条の３第９項第１号に規

定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地

方公共団体の補助を受けているもの

附則第７項中「特定地域型保育事業者」の次に「（特例保育所型事業所内保育

事業者を除く。）」を加え、「５年」を「１０年」に改める。

第２条 宮代町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する

条例の一部を次のように改正する。

第２条第９号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第１０号

中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条中第２２号

を第２７号とし、第１７号から第２１号までを５号ずつ繰り下げ、同条第１６号

中「法第２８条第４項の規定」を「法第２８条第４項」に、「法第３０条第４項

の規定」を「法第３０条第４項」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認

定保護者」に改め、同号を同条第２１号とし、同条中第１５号を第２０号とし、

第１４号を第１９号とし、同条第１３号中「支給認定の有効期間」を「教育・保

育給付認定の有効期間」に改め、同号を同条第１８号とし、同条中第１２号を第

１７号とし、同条第１１号中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」

に改め、同号の次に次の５号を加える。

（１２）満３歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令（平

成２６年政令第２１３号。以下「令」という。）第４条第１項に規定する満

３歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。

（１３）特定満３歳以上保育認定子ども 令第４条第１項第２号に規定する特定

満３歳以上保育認定子どもをいう。

（１４）満３歳未満保育認定子ども 令第４条第２項に規定する満３歳未満保育

認定子どもをいう。

（１５）市町村民税所得割合算額 令第４条第２項第２号に規定する市町村民税

所得割合算額をいう。

（１６）負担額算定基準子ども 令第１３条第２項に規定する負担額算定基準子

どもをいう。
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第３条第１項中「適切な」を「適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負

担の軽減について適切に配慮された」に改める。

第４条の見出しを削る。

第５条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「利

用者負担」を「第１３条の規定により支払を受ける費用に関する事項」に改める。

第６条の見出し中「利用申込みに対する正当な理由」を「正当な理由」に改め、

同条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条

第２項中「支給認定子どもの数の総数」を「教育・保育給付認定子どもの総数」

に、「利用定員の数」を「利用定員の総数」に改め、同条３項中「支給認定子ど

もの数の総数」を「教育・保育給付認定子どもの総数」に、「利用定員の数」を

「利用定員の総数」に、「保育を受ける必要性が高いと認められる支給認定子ど

も」を「保育を受ける必要性が高いと認められる教育・保育給付認定子ども」に

改め、同条第４項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

同条第５項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。

第７条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。

第８条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定

の有無、支給認定子ども」を「教育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定

子ども」に、「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付認定の有効期間」に改

める。

第９条の見出し中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第１項

中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第２項中「支給認定の変

更」を「教育・保育給付認定の変更」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給

付認定保護者」に、「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付認定の有効期間」

に改める。

第１０条及び第１１条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」

に改める。

第１３条第１項中「特定教育・保育（特別利用保育及び特別利用教育を含む。

以下この条及び次条において同じ。）」を「特定教育・保育」に、「支給認定保

護者」を「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・

保育給付認定保護者に限る。）」に、「法第２７条第３項第２号に掲げる額（特

定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法第２８条第２項第

２号に規定する町が定める額とし、特別利用教育を提供する場合にあっては同項

第３号に規定する町が定める額とする。）」を「満３歳未満保育認定子どもに係

る教育・保育給付認定保護者についての法第２７条第３項第２号に掲げる額」に

改め、同条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「規

定する額（その額が現に当該特定教育・保育に要した費用を超えるときは、当該

現に特定教育・保育に要した費用の額）をいい、当該特定教育・保育施設が特別

利用保育を提供する場合にあっては法第２８条第２項第２号に規定する内閣総理



４８

大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用保育に要

した費用を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額）を、特別利

用教育を提供する場合にあっては同項第３号に規定する内閣総理大臣が定める基

準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用教育に要した費用を超え

るときは、当該現に特別利用教育に要した費用の額）」を「掲げる額」に改め、

同条第３項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条

４項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同項第３号

中「に要する費用（法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもに対す

る食事の提供に要する費用を除き、同項第２号に掲げる小学校就学前子どもにつ

いては主食の提供に係る費用に限る。）」を「（次に掲げるものを除く。）に要

する費用」に改め、同号に次のように加える。

ア 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どもの

うち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者

と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ（ア）

又は（イ）に定める金額未満であるものに対する副食の提供

（ア）法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども ７７，１０１円

（イ）法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。イ（イ）

において同じ。） ５７，７００円（令第４条第２項第６号に規定する

特定教育・保育給付認定保護者にあっては、７７，１０１円）

イ 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どもの

うち、負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ども（小学校、

義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第１学年から第３学

年までに在籍する子どもをいう。以下イにおいて同じ。）が同一の世帯に

３人以上いる場合にそれぞれ（ア）又は（イ）に定める者に該当するもの

に対する副食の提供（アに該当するものを除く。）

（ア）法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修

了前子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を除く。）

である者

（イ）法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども（そのうち最年長者及

び２番目の年長者である者を除く。）である者

ウ 満３歳未満保育認定子どもに対する食事の提供

第１３条第４項第５号中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改め、同条第５項及び第６項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保

護者」に改める。
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第１４条第１項中「法第２８条第１項に規定する特例施設型給付費を含む。以

下この項及び第１９条」を「法第２７条第１項の施設型給付費をいう。以下この

項、第１９条及び第３６条第３項」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付

認定保護者」に改め、同条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定

保護者」に改める。

第１６条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。

第１７条中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に、「支

給認定子ども又はその保護者」を「当該教育・保育給付認定子ども又は当該教育・

保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。

第１８条中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に、「支

給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認

定保護者」に改める。

第１９条の見出し中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改

め、同条中「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者」に改める。

第２０条第５号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第

１３条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改める。

第２１条、第２４条（見出しを含む。）、第２５条及び第２６条中「支給認定

子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。

第２７条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ど

も」に改め、同条第３項中「支給認定子どもに関する情報を」を「教育・保育給

付認定子どもに関する情報を」に、「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育

給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。

第２８条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。

第３０条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支

給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第３項及び第４項

中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。

第３２条第２項及び第４項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ど

も」に改める。

第３４条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、

同項第１号中「に規定する」を「の規定による」に改め、「に係る必要な事項」

を削り、同項第３号から第５号までの規定中「に規定する」を「の規定による」

に改める。

第３５条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、

同条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「数の総

数」を「総数」に改め、同条第３項中「を含むものとして」を「を、施設型給付

費には特例施設型給付費（法第２８条第１項の特例施設型給付費をいう。次条第

３項において同じ。）を、それぞれ含むものとして」に、「支給認定子ども」を
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「教育・保育給付認定子ども」に、「利用定員の数」とあるのは「同項第２号に

掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の数」とする」を「利用定員の

総数」とあるのは「同項第２号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定

員の総数」と、第１３条第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とある

のは「法第２８条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用

の額」と、同条第４項第３号イ（ア）中「教育・保育給付認定子ども」とあるの

は「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を除く。）」と、同号

イ（イ）中「除く」とあるのは「除き、特別利用保育を受ける者を含む」とする」

に改める。

第３６条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、

同条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「数の総

数」を「総数」に改め、同条第３項中「を含む」を「を、施設型給付費には特例

施設型給付費を、それぞれ含む」に、「と、第１３条第４項第３号中「除き、同

項第２号に掲げる小学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限

る。）」とあるのは「除く。）」とする」を「と、「法第１９条第１項第１号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」とある

のは「法第１９条第１項第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもの総数」と、第１３条第２項中「法第２７条第３項

第１号に掲げる額」とあるのは「法第２８条第２項第３号の内閣総理大臣が定め

る基準により算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ（ア）中「教育・保育

給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受け

る者を含む。）」と、同号イ（イ）中「を除く」とあるのは「及び特別利用教育

を受ける者を除く」とする」に改める。

第３７条の見出しを削り、同条第１項中「のうち、家庭的保育事業にあっては、

その」を「（事業所内保育事業を除く。）の」に、「の数を」を「の数は、家庭

的保育事業にあっては」に、「にあっては、その利用定員の数を」を「にあって

は」に、「附則第６項」を「附則第４項」に改める。

第３８条第１項中「利用者負担」を「第４３条の規定により支払を受ける費用

に関する事項」に改める。

第３９条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

同条第２項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの数

の総数が」を「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除

く。以下この章において同じ。）の総数が」に、「支給認定子ども」を「満３歳

未満保育認定子ども」に改め、同条第３項中「支給認定保護者」を「教育・保育

給付認定保護者」に改め、同条第４項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育

認定子ども」に改める。

第４０条第２項中「法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。
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第４１条中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。

第４２条第１項第１号中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」

に改め、同項第３号中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に、

「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第８項中「附

則第７項」を「附則第５項」に改め、同条第９項中「支給認定子ども」を「満３

歳未満保育認定子ども」に改める。

第４３条第１項中「特定地域型保育（特別利用地域型保育及び特定利用地域型

保育を含む。以下この条及び第５０条において準用する第１４条において同じ。）」

を「特定地域型保育」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改め、「（当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合に

あっては法第３０条第２項第２号に規定する町が定める額とし、特定利用地域型

保育を提供する場合にあっては同項第３号に規定する町が定める額とする。）」

を削り、同条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改

め、「（その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当

該現に特定地域型保育に要した費用の額）をいい、当該特定地域型保育事業者が

特別利用地域型保育を提供する場合にあっては法第３０条第２項第２号に規定す

る内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利

用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に

要した費用の額）を、特定利用地域型保育を提供する場合にあっては同項第３号

に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当

該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域

型保育に要した費用の額）」を削り、同条第３項から第６項までの規定中「支給

認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。

第４６条第１項第５号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を

「第４３条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改める。

第４７条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ど

も」に改める。

第４９条第２項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改め、

同項第１号中「規定する指針に準じて作成する」を「定めるものに基づく」に改

め、同項第２号中「に規定する特定地域型保育の提供に係る必要な事項」を「の

規定による特定地域型保育の提供」に改め、同項第３号から第５号までの規定中

「に規定する」を「の規定による」に改める。

第５０条中「特定地域型保育事業」を「特定地域型保育事業者、特定地域型保

育事業所及び特定地域型保育」に、「第１４条第１項」を「第１１条中「教育・

保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（満３歳未満保育

認定子どもに限り、特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において

同じ。）」と、第１２条の見出し中「教育・保育」とあるのは「地域型保育」と、

第１４条の見出し中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、同条
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第１項」に、「第２８条第１項に規定する特例施設型給付費を含む。以下この項

及び第１９条において同じ。）」とあるのは「地域型保育給付費（法第３０条第

１項に規定する特例地域型保育給付費を含む。以下この項において同じ。）」と、

第１４条第１項及び第１９条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」

と読み替える」を「第２７条第１項の施設型給付費をいう。以下この項、第１９

条及び第３６条第３項」とあるのは「地域型保育給付費（法第２９条第１項の地

域型保育給付費をいう。以下この項及び第１９条」と、「施設型給付費の」とあ

るのは「地域型保育給付費の」と、同条第２項中「特定教育・保育提供証明証」

とあるのは「特定地域型保育提供証明証」と、第１９条中「施設型給付費」とあ

るのは「地域型保育給付費」と読み替える」に改める。

第５１条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、

同条第２項中「支給認定子どもの数」を「教育・保育給付認定子どもの数」に、

「同項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満３

歳未満保育認定子ども」に、「当該特定利用地域型保育の」を「、当該特定利用

地域型保育の」に、「支給認定子どもを含む」を「教育・保育給付認定子どもを

含む」に、「数の総数」を「総数」に改め、同条第３項中「含むものとして、本

章（第３９条第２項及び第４０条第２項を除く。）の規定を適用する」を「、地

域型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第３０条第１項の特例地域型保育

給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞれ含むものとして、前節

（第４０条第２項を除き、前条において準用する第８条から第１４条まで（第１

０条及び第１３条を除く。）、第１７条から第１９条まで及び第２３条から第３

３条までを含む。次条第３項において同じ。）の規定を適用する。この場合にお

いて、第３９条第２項中「利用の申込みに係る法第１９条第１項第３号に掲げる

小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条第１項第１号

に掲げる小学校就学前子ども」と、「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以

上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。）」とあるのは「同号又は

同項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（第

５２条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該

特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）」と、「同号に掲げる小

学校就学前子ども」とあるのは「同項第３号に掲げる小学校就学前子ども」と、

「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、

保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に利

用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、

当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他

公正な方法により」と、第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とある

のは「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象となる法第１９条

第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
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に係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２項中「法第２９条第

３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第２号の内閣総理大臣が

定める基準により算定した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前

項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」とあ

るのは「掲げる費用及び食事の提供（第１３条第４項第３号ア又はイに掲げるも

のを除く。）に要する費用」と、同条第５項中「前各項」とあるのは「前３項」

とする」に改める。

第５２条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、

同条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「当該特

別利用地域型保育の」を「、当該特別利用地域型保育の」に、「数の総数」を「総

数」に改め、同条第３項中「含むものとして、本章の規定を適用する」を「、地

域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、前節の

規定を適用する。この場合において、第４３条第１項中「教育・保育給付認定保

護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特定利用地域型保育の対象とな

る法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもに限る。）に係る教育・保育給付

認定保護者に限る。）」と、「法第２９条第３項第２号に掲げる額」とあるのは

「法第３０条第２項第３号の市町村が定める額」と、同条第２項中「法第２９条

第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第３号の内閣総理大臣

が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項中「掲げる費用」とある

のは「掲げる費用及び食事の提供（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳

以上保育認定子どもに対するもの及び満３歳以上保育認定子どもに係る第１３条

第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」とする」に改める。

附則第２項中「法第２７条第３項第２号に掲げる額（特定教育・保育施設が」

とあるのは「当該特定教育・保育施設が」と、「定める額とする。）をいう。）」

とあるのは「定める額をいう。）」を「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満

保育認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定

子ども（特定保育所（法附則第６条第１項に規定する特定保育所をいう。次項に

おいて同じ。）から特定教育・保育（保育に限る。第１９条において同じ。）を

受ける者を除く。以下この項において同じ。）」に、「法第２７条第３項第１号

に規定する額」とあるのは「法附則第６条第３項の規定により読み替えられた法

第２８条第２項第１号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用

の額」を「当該特定教育・保育」とあるのは「当該特定教育・保育（特定保育所

における特定教育・保育（保育に限る。）を除く。）」に改める。

附則第４項及び第５項を削り、第６項を第４項とし、第７項を第５項とする。

附 則

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和元年１０月１日か

ら施行する。
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議案第６７号

技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例を廃止する条例について

技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例を廃止する条例を別紙のとおり

提出する。

令和元年８月２９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

技能労務職の廃止に伴い、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例を廃

止したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出する

ものである。
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技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例を廃止する条例

技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和５５年宮代町条例第３号）

は、廃止する。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。
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議案第６８号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。

１ 工 事 名 宮代第１中継ポンプ場更新工事

２ 施 工 箇 所 宮代町字山崎地内

３ 履 行 期 限 令和２年３月３１日

４ 請 負 金 額 ８，８００万円

５ 請 負 業 者 埼玉県さいたま市大宮区下町１丁目４２番２号

株式会社エス・アイ・シー さいたま支店

支店長 渡 邉 健 一

令和元年８月２９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

宮代第１中継ポンプ場の機器の老朽化に伴い、宮代第１中継ポンプ場更新工事の

請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により、この案を提出するものである。
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議案第６９号

町道路線の廃止について

次のとおり町道路線を廃止することについて議決を求める。

整理

番号
路線名

起 点 重 要 な

経 過 地終 点

１ 第３６１号線
宮代町百間三丁目３０３番３地先

宮代町百間三丁目３０３番１地先

２ 第９０８号線
宮代町字中１２５番１地先

宮代町字中１２４番１地先

令和元年８月２９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

隣接する土地所有者からの用途廃止申請に伴い、町道路線を廃止したいので、道

路法第１０条第３項の規定により、この案を提出するものである。
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議案第７０号

令和元年度宮代町一般会計補正予算（第３号）について

令和元年度宮代町一般会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出する。

令和元年８月２９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

参議院埼玉県選出議員に欠員が生じたことによる参議院議員補欠選挙の執行に伴

い、令和元年度宮代町一般会計予算に１，２５１万３，０００円を追加し、総額を

１０１億７，６６３万７，０００円とすることについて、地方自治法第２１８条第

１項の規定により、この案を提出するものである。
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議案第７１号

令和元年度宮代町一般会計補正予算（第４号）について

令和元年度宮代町一般会計補正予算（第４号）を別冊のとおり提出する。

令和元年８月２９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

前年度繰越金の確定、職員の人事異動及び共済組合負担金率の確定等に係る人

件費補正並びに前年度決算額の確定に伴う決算剰余金の積立等に伴い、令和元年

度宮代町一般会計予算に４億５，０３２万３，０００円を追加し、総額を１０６億

２，６９６万円とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、

この案を提出するものである。
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議案第７２号

令和元年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について

令和元年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出

する。

令和元年８月２９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

前年度繰越金及び国民健康保険事業費納付金等の確定等に伴い、令和元年度宮

代町国民健康保険特別会計予算に１億１，２９２万４,０００円を追加し、総額を

３９億５，５２４万８，０００円とすることについて、地方自治法第２１８条第１

項の規定により、この案を提出するものである。
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議案第７３号

令和元年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第２号）について

令和元年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。

令和元年８月２９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

前年度繰越金の確定、職員の人事異動及び共済組合負担金率の確定等に係る人件

費補並びに国県負担金の精算等に伴い、令和元年度宮代町介護保険特別会計予算に

１億６,２２５万４，０００円を追加し、総額を３２億２,３５２万６，０００円と

すること及び債務負担行為の追加補正として地域包括支援センター運営業務を追加す

ることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出するもの

である。
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議案第７４号

令和元年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について

令和元年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提

出する。

令和元年８月２９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

前年度繰越金等の確定に伴い、令和元年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算に

７４１万３，０００円を追加し、総額を４億９，６９７万７，０００円とすること

について、地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出するものであ

る。
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議案第７５号

令和元年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）について

令和元年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提

出する。

令和元年８月２９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

前年度繰越金の確定、職員の人事異動及び共済負担金率の確定等に伴い、令和元

年度宮代町公共下水道事業特別会計予算に２，８４４万９，０００円を追加し、

総額を１０億１，３３２万５，０００円とすることについて、地方自治法第２１８

条第１項の規定により、この案を提出するものである。



６４

議案第７６号

令和元年度宮代町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について

令和元年度宮代町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり

提出する。

令和元年８月２９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

前年度繰越金の確定、職員の人事異動及び共済負担金率の確定等に伴い、令和元

年度宮代町農業集落排水事業特別会計予算に４９４万５，０００円を追加し、総額

を５，９７７万１，０００円とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の

規定により、この案を提出するものである。



６５

議案第７７号

令和元年度宮代町水道事業会計補正予算（第１号）について

令和元年度宮代町水道事業会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。

令和元年８月２９日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

職員の人事異動及び共済負担金率の確定等に伴い、令和元年度宮代町水道事業

会計予算の収益的支出のうち、営業費用において３３９万円を減額し、総額を７億

６，３０１万７，０００円とするとともに、収益的収入及び資本的支出において所

要の補正を行うことについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案

を提出するものである。


